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－総括1－ 

 

新規事業及び重要事業総括表 

 

 

Ⅰ 総 額 

 

 【一般会計】 

区分 平成２４年度 平成２３年度 伸び率 

予算総額 １７９,８６８,１９６千円 １８３,７６５,４０８千円 △２．１％ 

一般会計構成比        １０．７%        １０．９%    － 

 

  【母子寡婦福祉資金特別会計】 

予算総額 １，１３３,０３４千円 ９８７,９９０千円 １４．７％ 

 

 

 

Ⅱ 主な新規事業および重要施策                     （単位 千円） 

 

  １ 高齢者支援を充実する 

  Ｐ １ 新規  ２４時間介護・看護サービスの普及促進【高齢介護課】   ５１,６００   

  Ｐ ２     特別養護老人ホーム等の整備促進【高齢介護課】   ３,８３７,６８０   

  Ｐ ３     市町村介護保険財政支援【高齢介護課】    ５４,９２９,８４９   

  Ｐ ４      地域支え合いの仕組みの普及・拡大【福祉政策課】         ３６,９４５   

 

  ２ 障害者の生活を支える 

  Ｐ ５ 一部新規 発達障害児・者への支援 【福祉政策課】         １８１,４２９   

  Ｐ ７ 新規  障害者就労施設･シニア世代連携事業【障害者自立支援課】   ５０,２００   

  Ｐ ８ 新規  軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業【障害者福祉推進課】 ２,９０６   

  Ｐ ９    グループホーム等の整備促進【障害者自立支援課】       ３１６,９００   

 

 ３ 子育て支援 

  Ｐ１０    保育所待機児童対策の推進【子育て支援課】      ４,８４４,５０５   

  Ｐ１１ 一部新規 企業内保育所の整備促進【子育て支援課】             ６９,５９５   

  Ｐ１２ 一部新規 放課後児童クラブの充実【少子政策課】      ３,２５４,６４６   

  Ｐ１３    パパ・ママ応援ショップ事業の推進【少子政策課】      ４４,９９１   

  Ｐ１４ 一部新規 児童虐待防止対策の充実【こども安全課】           １２４,９８８   

 

  ４ 生活保護受給者への支援 

  Ｐ１５    生活保護受給者チャレンジ支援事業【社会福祉課】        ８９１,８４５   



－総括2－ 

 

 ＜参考＞ 福祉３プランの推進 

  Ｐ１６     埼玉県高齢者支援計画の推進【高齢介護課】      ９,６０３,４６２   

                      【社会福祉課】 

   Ｐ１９      埼玉県障害者支援計画の推進【障害者福祉推進課】   ８,２２７,０９０   

                                            【障害者自立支援課】 

                                           【福祉政策課】 

                                           【社会福祉課】 

  Ｐ２２      埼玉県子育て応援行動計画の推進【少子政策課】     １１,３３１,１６２   

                        【子育て支援課】 

                        【こども安全課】 



新 規 
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２４時間介護・看護サービスの普及促進  

 

担当 高齢介護課 総務・政策・地域ケア担当  

内線 ３２６８           

 

１ 目 的 

  【在宅介護サービスの充実】 

 介護が必要になっても住み慣れた自宅で安心して暮らせる体制を整えるため、介護と

看護が一体となった「２４時間定期巡回・随時対応サービス」の普及を促進する。 

 

２ 予 算 額    ５１，６００千円 

 

３ 事業概要 

 異なる地域特性を有する地域において、事業の立ち上げ経費を補助し、モデル的に事

業を展開する。さらに事業の効果や課題を検証し、他の市町村においてサービスを円滑

に展開できる環境を整備する。 

  これにより中・重度の要介護高齢者や単身高齢者等の在宅生活の支援を図る。 

 

 サービスのイメージ 

 

訪
問

訪
問

事業所

ヘルパーや
看護師が巡回訪問

ヘルパーや
看護師を派遣通報

早朝 日中 夜間 深夜

現在

新サービス

30分～1時間程度の訪問の中

で様々な介護をまとめて提供。
毎日利用した場合、2回が限度。

定期的な訪問

定期的な訪問

利用者の生活リズム
に合わせて、短時間
の訪問を複数回

必要に応じて…

ヘルパーや看護
師を派遣

在宅生活がこう変わる

必要に応じて…

食事の準備

歯みがきや
着がえ

排泄の介護や
服薬の確認

床ずれの
処置など
(看護師）

コール端末

残りの時間は一
人か家族が介護

・利用者の日常生活に合ったサービス提供
・きめ細かな状況把握
・随時対応を組み合わせた一層の安心感

51,000千円 600千円

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑやｺｰﾙ端末、開設準備に係
る人件費、備品類など初期経費を補助

事業の立ち上げ支援

・参入事業者及び市町村による効果検証
・県民やｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ等にｻｰﾋﾞｽを周知

効果検証と広報

県の取組

＠17,000千円× 3市町村
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特別養護老人ホーム等の整備促進 

 

担当 高齢介護課 施設整備担当 

内線 ３２６０          

 

１ 目  的 
  【特別養護老人ホームの整備促進による介護基盤の充実】 
  特別養護老人ホームの整備等に要する費用の一部を補助することにより、特別
養護老人ホームの整備等を促進し、介護基盤の充実を図る。 

 
２ 予 算 額     ３，８３７，６８０千円 
 

３ 事業概要 
（１）特別養護老人ホーム等の整備          ２，９３８，６８０千円 
    特別養護老人ホームの創設及び増床を促進するため、整備を行う社会福祉

法人に対し整備費を補助する。 

    平成２４年度は、１９施設１，４３６人分が完成する予定。 

・補助基準 
  施設整備費（創設3,000千円／人、増床2,160千円／人、改修増床 補助率1/2）
  設備整備費（補助率1/2（上限25,000千円）） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
（２）老朽化施設の居室環境等改善                    ８９９，０００千円 
       老朽化した特別養護老人ホームの居室環境等を改善するため、改築、大規

模修繕又は耐震診断を行う社会福祉法人に対して整備費を補助する。 
    ・改築 ２施設   ・大規模修繕 ９施設   ・耐震診断 ６施設 

・補助基準 
   施設整備費（改築3,000千円／人、大規模修繕 補助率1/2） 
  設備整備費（改築 補助率1/2（上限25,000千円）） 
  耐震診断費（補助率1/2（上限5,000千円）） 

２５，１９７人分

２３，７６１人分

２２，１９６人分

２１，２１３人分

２０，２９９人分

１８，６９７人分

Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度
（実績） （実績） （実績） （実績） （見込み） (予算）

６，５００人分を整備

特別養護老人ホームの整備見込

※　政令市・中核市・自費整備分を含む。
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市町村介護保険財政支援  

 

担当 高齢介護課 介護保険担当 

内線 ３２５８                           

 

１ 目  的 

  【市町村の介護保険制度運営に係る財政支援】 

  市町村の介護保険給付及び地域支援事業に要する費用の所定割合を負担するととも

に、介護保険財政の安定化を図るため、基金を管理し、資金の交付・貸付事業を行う。 

 

２ 予 算 額     ５４，９２９，８４９千円 

 

３ 事業概要 

（１）介護給付費負担金                       ４９，０１３，８５８千円  

 

（２）地域支援事業交付金              １，６１２，５７６千円 

  ア 介護予防事業                   ４２６，４３８千円 

イ 包括的支援事業・任意事業                 １，１８６，１３８千円 

 

（３）介護保険財政安定化基金事業               ４，３０３，４１５千円 

  ア 積立金                                  ４３，４１５千円 

  イ 交付金                            ４，２６０，０００千円 

 

 

 

  

 ６５歳以上の保険料  

   年金からの特別徴収  

普通徴収 ① 

 

② 

  

 ４０歳から６４歳までの保険料 

   (医療保険料と併せて支払う) 

精
算
交
付 

 国 

     施設等給付費     ２０％ 

     その他の給付費   ２５％ 

    （うち５％は調整交付金） 

精
算
交
付 

 埼玉県  

    施設等給付費     １７．５％ 

    その他の給付費   １２．５％ 

精
算
交
付 

 

 市町村           １２．５％  

 

精
算
交
付 

 

(3)介護保険財政安定化基金    

事業 

積立金：   43,415千円 
  ア  貸付償還金  
           19,334千円 

  ①②による貸付の償還金  
  イ 基金運用益 

      24,081千円 
交付等：4,260,000千円 

 ア 市町村への交付分 

    2,130,000千円 

 イ 国への償還分 

    2,130,000千円 

(1)介護給付費負担金 
   県は、介護給付に要する 

費用のうち 
  施設等給付費：17.5% 
  その他給付費：12.5% 
 を負担する。     
  49,013,852千円 

介護給付費 

21% 

29% 

50% 

①保険料未納 ②給付費増 
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地域支え合いの仕組みの普及・拡大  

 

担当 福祉政策課 地域支え合い推進担当  

内線 ３２２３  

 

１ 目 的 

   【地域の人々が共に支え合う「共助」の取組の拡大】 

 誰もが地域で安心・安全に自立した生活を送ることができるように、行政、民間団体、

地域住民等が協働して「支え合いの地域づくり」を推進する。 

 

 

２ 予 算 額     ３６，９４５千円 

 

 

３ 事業概要 

 

（１）地域支え合いの仕組み推進事業               ３６，４８０千円 

  高齢者等の日常生活の安心確保、元気な高齢者の介護予防、地域経済の振興の一石

三鳥の効果のある「地域支え合いの仕組み」を実施するための経費を、商工団体、社

会福祉協議会、ＮＰＯ法人等に補助する。 

 

  ・補助基準額  初年度  ２，０００千円以内 

          ２年度目 １，５００千円以内 

          ３年度目 １，０００千円以内 

  ・負担区分   県１０／１０ 

 

 

（２）地域支え合いの仕組み普及・拡大事業               ４６５千円 

    これから仕組みを実施する団体等が先行事例を学ぶシンポジウムや実施団体を対象

とするネットワーク会議等を開催することにより、地域支え合いの仕組みの普及・拡

大を図る。 

 



一部新規 
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発達障害児・者への支援 

 

                      担当 福祉政策課 発達障害対策担当 

                      内線 ３５６７ 

 

１ 目  的 

 【発達障害の早期発見・早期支援を促進】 

発達障害児・者への支援を充実させるため、発達障害の認知度を高め理解を促す啓発、

専門的な知識を持った人材の育成、親の子育て不安を軽減する親支援、診療・療育の拠

点施設の整備を行い、早期発見・早期支援を促進していく。 

 

２ 予算総額     １８１，４２９千円 

 

３ 事業概要 

（１）啓発の推進                       ２，６６７千円    

    ・青年期・成人期の発達障害の理解促進 

     発達障害者が活躍できる社会を目指す「啓発セミナー」の開催 

     発達障害者を理解し自立を促す「啓発冊子」の作成・配布 

    

（２）人材の育成                      ３３，００８千円    

  ア 市町村 

   ・「発達支援マネージャー」の育成 

     全市町村に発達障害の知識を有する中心となる人材を育成 

  イ 保育所・幼稚園・子育て支援センター 

   ・「発達支援サポーター」の育成 

     全ての保育所・幼稚園・子育て支援センターを対象に発達障害の知識を有し早

期の気づきができる人材を育成 

 ウ 医療・療育の専門職 

  ・小児科医・精神科医に対する研修 

    小児科及び精神科の医師を対象に実施 

  ・保健師・看護師に対する研修 

    小児科及び精神科の医療機関の看護師等を対象に実施 

  ・療育を担うセラピスト（作業療法士等）の育成 

    職種別の研修及び職種合同の現場実習の実施 

   ・障害児通所施設の職員に対する研修 

      



一部新規 
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（３）親支援                        ４０，８５１千円    

  ア 発達が気になる親向け 

   ・伝統的な子育てを学ぶ講座の実施 

育児のコツを学び、親のストレスを緩和する講座を実施 

   ・子育て支援センター・保育所・幼稚園を巡回支援 

     臨床心理士などの専門家チームが巡回し、保育士等への助言・保護者への育児

相談を実施 

  イ 発達障害児の親向け 

   ・ペアレントメンターによる相談の実施 

     発達障害の子どもを持つ親が自らの子育て経験を生かし、相談・助言を実施 

   ・カウンセリングの実施 

     臨床心理士などによる心理的なケアやカウンセリングの実施 

 

（４）診療・療育の拠点づくり                ６９，６０２千円    

   ・中核発達支援センターの整備・運営 

     重症心身障害児施設に医師・看護師等を配置し、診療と療育を一貫して実施 

     平成２３年度に開設した２か所を運営、新たに１か所を整備 

   ・地域における療育の実施 

     障害児通所施設を活用し、専門職による個別療育を実施 ４か所 

     併せて親を対象とした療育指導・子育て教室や市町村職員などが実践的な療育

法を学ぶ人材育成を実施 

 

（５）その他                        ３５，３０１千円    

・発達障害者支援センター「まほろば」の運営 

   ・サポート手帳の普及 

 

＜参 考＞ 

【発達障害とは】 

  先天的な脳機能障害であって、以下のような障害がある。 

   ・自閉症、アスペルガー症候群等の広汎性発達障害（例：対人関係が困難等） 

   ・学習障害（例：「読む」「書く」「計算する」等のいずれかが著しく困難） 

   ・注意欠陥多動性障害（例：「不注意」「多動・多弁」「衝動的な行動」） 
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障害者就労施設・シニア世代連携事業 

 

担当 障害者自立支援課 施設支援担当 

                    内線 ３３１４            

 

１ 目  的 

  【障害者の自立、生活の支援】 

  障害者就労施設の経営に対する認識を高め、魅力ある商品の開発や販路拡大を図

り、工賃収入を向上させる。 

 

 

２ 予 算 額     ５０，２００千円 

 

 

３ 事業概要 

（１）障害者就労施設支援業務委託             １０，２００千円  

   経営の経験が豊かなシニアと障害者就労施設をつなぎ、収益性のある授産事業

へ転換する新しいビジネスモデルを構築するため、シニアの団体に対し、障害者

就労施設への支援業務を委託する。 

     ・委託団体数 ２団体 

 

（２）障害者就労施設への財政的支援            ４０，０００千円  

   新たなビジネスモデル事業を始める施設に対し、必要な備品の購入費用を助成

する。 

     ・補助施設数 ８施設 

   ・補助限度額 ５，０００千円 

   ・負 担 区 分 １０／１０ 
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軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業 

 

                  担当 障害者福祉推進課 総務・障害福祉担当 

                  内線 ３３１５       

 

１ 目  的 

【軽度・中等度難聴児への支援】 

  身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の言語、コミュニケー 

 ション能力の習得及び学習機会の確保を図り、健全な発達を支援する。 

 

 

２ 予 算 額     ２，９０６千円 

 

 

３ 事業概要 

軽度・中等度難聴児の補聴器購入費用の助成事業を行う市町村（さいたま市を除く。） 

に対して、その事業費の一部を補助する。 

 

  ○補助対象 

  軽度・中等度難聴児で医師の判断により補聴器の装用により言語の習得等に一定の 

効果が期待できる者。 

 

○対象経費 

 補聴器の購入費用 

 

  ○負担区分 

    県１／３ 市町村１／３ 本人１／３ 
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グループホーム等の整備促進 

 

担当 障害者自立支援課 地域生活支援担当 

                  内線 ３３１８ 

 

１ 目  的 

  【障害者の地域生活の支援】 

  障害者の住まいの場となるグループホーム・ケアホーム（以下「グループホーム

等」）の整備に要する費用の一部を社会福祉法人等に助成し、障害者の地域生活を

支援する。 

 

２ 予 算 額     ３１６，９００千円 

 

３ 事業概要 

（１）創設等に係る費用の助成               ２６６，９００千円  

   社会福祉法人、ＮＰＯ法人などが設置するグループホーム・ケアホームの創設

等に係る建設費用の一部を助成する。 

     ・補助施設数   １１か所  

 

（２）改修に係る費用の助成                 ５０，０００千円  

   アパートや一般住宅の賃貸物件などを改修してグループホーム等を運営する

場合に、改修費用の一部を助成する。 

     ・補助施設数   １０か所 
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保育所待機児童対策の推進 

 

担当 子育て支援課 保育施設担当  

内線 ３３２８ 

 

１ 目  的 

  【保育サービス受入枠の拡大】 

  保育所の待機児童を解消するため、認可保育所や企業内保育所の整備のほか、 

家庭保育室や家庭的保育事業（保育ママ）など多様な保育サービスの整備を進め、

4,000人分の受入枠の拡大を図る。 

 

２ 予 算 額     ４，８４４，５０５千円 

 

３ 事業概要 

 

施策名 内     容 予算額 受入枠 H23当初 

 保育所の整備 

安心こども基金による保育所整備など 3,794,005 ２,770 2,840 

 認可保育所への移行促進など 44,000 160 160 

 幼稚園の活用 
  幼稚園による預かり保育の促進など （419,080） 70 200 

幼稚園型認定こども園の整備 572,498 60 - 

企業の活用   企業内保育所の整備促進〔一部新規〕 69,595 320 320 

そ の 他 
  家庭保育室の開設・拡充 307,600 520 880 

  保育ママの促進 56,807 100 100 

                合       計 4,844,505 4,000 4,500 

                                                     ※（  ）は除く 

87,183
(+2,536)

89,580
(+2,397)

92,689
(+3,109)

97,473
(+4,784)

1,217 1,216
1,509

1,310

1,186

1,000

1,500

2,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24

保育サービス受入枠と待機児童数の推移

106,457

(＋4,000)
102,457

(＋4,984)

（各年４月１日現在）

※ 受入枠拡大数 

※ 待機児童数 

＋2,536 

＋2,397 

＋3,109 

＋4,784 

H23 当初 

＋4,500 

H24 当初 

＋4,000 

受 入 枠 待機児童数 
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企業内保育所の整備促進 

 

 
担当 子育て支援課 保育施設担当  
内線 ３３２８ 

 
１ 目  的 
  【企業内保育所の施設整備費及び運営費を補助】 
   企業等が従業員の子どものために企業内保育所を整備することを支援し、保

育所待機児童の解消及び企業による子育て支援を促進する。 
 
２ 予 算 額     ６９，５９５千円 
 

３ 事業概要 
アドバイザーの設置や複数企業による共同設置(※)を進め企業内保育所のさら 

なる設置を促進する。 
 
（１）アドバイザーの設置      ９，３２９千円 
   企業内保育所及び共同設置を支援するアドバイザーを設置する。 
 
（２）企業内保育所の整備費補助      ５０，０００千円 
   １つの企業内保育所の整備に対し、１か所当たり 500万円を限度に助成する。 
 
（３）企業内保育所の運営費補助      １０，２６６千円 

運営費の一部を助成する。 
  ・定員５人以上の企業内保育所の共同設置（1年目：300万円） 

・定員５人未満の小規模な企業内保育所              
（0歳児 18,500円/1人、1～2歳児 9,200円/1人） 
 

※ 企業内保育所の共同設置 
利用児童が少ない等の理由により、企業内保育所を単独で設置することが困難 

な企業が共同して企業内保育所を設置し、共同利用するもの 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営費補助

アドバイザー派遣

保育所

企業内保育所（共同設置）

運営費補助（初年度３００万円）整備費補助（５００万円）

※ ５人以上

３年間

（1 年目：300 万円） 
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放課後児童クラブの充実 

 

                                            担当 少子政策課 子育て環境整備担当 

                      内線 ３３２９            

 

１ 目  的 

  【放課後児童クラブの充実】 

 共働き等で、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童等の健全な育成を図るため、

遊びや生活指導を行う「放課後児童クラブ」の運営に必要な経費を補助するとともに、

大規模クラブの解消を図るため放課後児童クラブの整備を促進する。 

 

２ 予 算 額     ３，２５４，６４６千円 

 

３ 事業概要 

（１）放課後児童クラブ運営費の補助     ２，８４１，３０６千円 

平成２３年度に引き続き、入所児童が適正規模（４０人程度）のクラブの運営費

を手厚くする。 

対象クラブ数  ８９１か所（さいたま市・川越市は対象外） 

負 担 区 分  国１／３、県１／３、市町村１／３ 

 

（２）放課後児童クラブの整備の促進     ４１３，３４０千円 

    児童の安全・情緒の安定の観点から、１クラブ当たりの入所児童数７１人以上の 

大規模クラブから適正規模への移行促進等を図るため、新設整備だけではなく、学 

区内での既存施設の改修整備などをすすめる。 

 また、障害児を受け入れるために必要な改修等の経費を助成する。 

 対象クラブ数（さいたま市・川越市は対象外）  

施設整備費（新設整備費）                 ２０か所 

   設置促進事業費（改修整備費）               ２０か所 

   環境改善事業費（既存施設等の設備整備費）         ３０か所 

   障害児受入促進事業費（障害児受入に必要な設備整備費）   ２０か所 

 負 担 区 分  国１／３、県１／３、市町村１／３ 

 

（参考）平成２３年度実績 

     運営費 ８４０か所・施設整備費 １７か所・開設準備経費 １６か所  
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パパ・ママ応援ショップ事業の推進 

 

担当 少子政策課 企画・子育てムーブメント担当  

                  内線 ３３４３ 

 

１ 目  的 

  【子育てを応援するムーブメントの醸成】 

  子育て世帯への優待制度である「パパ・ママ応援ショップ」事業や乳幼児連れの外出を

支援する「赤ちゃんの駅」登録事業をさらに充実させ、「子育てムーブメント」の社会全

体への浸透を図る。 

 

２ 予 算 額     ４４，９９１千円 

 

３ 事業概要 

（１）「パパ・ママ応援ショップ」事業               ４４，６０１千円 

・平成２５年度から３年間有効の更新用優待カードを作成 

・協賛ポスター・ステッカー作成、専用ホームページの管理運営等 

 

（２）「赤ちゃんの駅」登録事業                     ３９０千円 

・授乳やおむつ替えができる施設の「赤ちゃんの駅」としての登録業務 
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児童虐待防止対策の充実  

 

担当 こども安全課 総務･児童相談担当  

内線 ３３３５             

 

１ 目  的 

【児童虐待防止対策の推進】 

    児童虐待に対する効果的な取組への助成や研修の実施などにより、市町村の体制を強

化するとともに、児童相談所の機能を強化し虐待通告への適切な対応を行う。 

 

２ 予 算 額     １２４，９８８千円 

 

３ 事業概要 

（１）市町村における相談体制強化                ３５，０２０千円 

ア モデル市による効果的な児童虐待相談体制の構築（２市） 

 イ 虐待相談の中核となるケースワーカーの養成 

ウ 相談援助技術向上のための支援 

   

（２）児童相談所における相談機能強化              ８２，５３６千円 

ア 警察官ОＢ職員の増員配置（１人→３人） 

イ 虐待相談対応職員の配置 

 

（３）普及・啓発活動の推進                    ７，４３２千円 

ア 特定妊婦を対象とした啓発活動 

イ オレンジリボンキャンペーンの展開 
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生活保護受給者チャレンジ支援事業  

 

担当 社会福祉課 保護担当  

  内線 ３２７３    

 

１ 目  的 

 【生活保護受給者の自立支援】 

貧困の連鎖を断ち切るとともに、就労可能な生活保護受給者の急増等の課題に対応

するため、教育、職業訓練及び住宅に関する支援員を配置し、福祉事務所のケー

スワーカーと連携して、生活保護受給者の自立を支援する。 

 

２ 予 算 額     ８９１，８４５千円 

 

３ 事業概要 

（１）教育支援員事業        ２８６，６７２千円 

    教育支援員が、生活保護受給世帯の中学生とその親に対して高校進学の重

要性を理解させるとともに、特別養護老人ホームに学生ボランティアを活用

した学習教室を開設し、高校進学に必要な基礎学力の向上を図る。 

 

（２）職業訓練支援員事業        ３１６，６１２千円 

    職業訓練支援員が、生活保護受給者の職歴や適性に応じて職業訓練の受講

に結びつけ、再就職までマンツーマンで一貫した支援を行う。 

 

（３）住宅ソーシャルワーカー事業      ２８８，５６１千円 

    住宅ソーシャルワーカーが、無料低額宿泊所に入所している生活保護受給

者の年齢や生活能力等を踏まえて民間アパートや社会福祉施設に入居させ、

安定した地域生活が送れるようマンツーマンで支援する。 
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埼玉県高齢者支援計画の推進  

 

担当 高齢介護課 総 務 ・ 政 策 ・ 地 域 ケ ア 担 当 内線   ３２６３  

高齢者虐待防止担当 内線   ３２６１  

施 設 指 導 担 当 内線   ３２５４  

施 設 整 備 担 当 内線   ３２６０ 

介 護 保 険 担 当 内線   ３２５８ 

介 護 予 防 担 当 内線   ３２４３  

社会福祉課 施 設 指 導 担 当 内線   ３２２５  

 

１ 目  的  

  【高齢者支援計画に基づく介護サービス基盤の整備等】  

  高齢者の誰もが、住み慣れた家庭や地域で健康で安心して心豊かにすごせる

地域社会の実現をめざす。 

  「埼玉県高齢者支援計画」に基づき、介護サービスの充実や特別養護老人ホーム

等の施設整備などを推進する。  

 

２ 予算総額     ９，６０３，４６２千円  

 

３ 事業概要  

（１）高齢者の健康・いきがいづくり  

  ア 高齢者社会活動推進事業            ９６，８７８千円  

    彩の国いきがい大学の運営等により、地域活動のリーダー養成、活動情

報や活動の場の提供など、高齢者の社会活動を支援する。  

 

  イ 高齢者いきいきライフ推進事業          ７，４７２千円  

    彩の国プラチナフェスティバル等の事業を通して、高齢者の社会参加の

促進、いきがいの高揚を図る。  

 

  ウ 老人クラブ活動助成事業            ５５，８９４千円  

    老人クラブ等が実施するボランティア活動、教養活動、健康増進活動等

の経費を補助する。  

 

（２）多様な介護サービスの充実  

  ア ２４時間介護・看護サービス推進事業費（新規） ５１，６００千円  

    介護が必要になっても住み慣れた自宅で安心して暮らせるよう、介護と

看護が一体となった「２４時間定期巡回・随時対応サービス」の普及を図

るモデルとなる３市町村に助成する。 

 



一部新規 

- 17 - 

 

 

  イ 認知症の人にやさしい地域づくり推進事業費    ３，３７４千円  

    認知症になっても地域で安心して暮らせる社会をつくるため、認知症サ

ポーターや認知症かかりつけ医の養成や成年後見制度の充実等を図る。 

 

  ウ 高齢者在宅生活支援強化事業費          ８，９０２千円  

    在宅の要介護高齢者等の生活を支える基盤の充実・強化を図るための事

業を実施する。 

 

  エ 高齢者と地域のつながり再生事業       ３９５，５６４千円  

    ひとり暮らし高齢者等を見守るなど、日常的な支え合い活動の体制づく

りに取り組む市町村等に対して、立ち上げのための経費を補助する。 

 

  オ 高齢者虐待対策事業               ３，７０９千円  

    高齢者の人権を損なう高齢者虐待に対応するため、「高齢者虐待対応専

門員」の養成や啓発のためのセミナー等を行う。  

 

（３）介護保険施設等の整備  

  ア 特別養護老人ホーム等整備促進事業    ３，８３７，６８０千円  

    特別養護老人ホームの創設・増床整備等を促進するため、整備を行う社

会福祉法人に対し整備費を補助する。  

 

  イ 介護基盤緊急整備等特別対策事業     ３，５２８，６５６千円  

    小規模多機能型居宅介護事業所などの小規模施設等の創設や増設に対

する工事費、及び既存施設のスプリンクラー整備などに対する補助を行う。 

 

  ウ 施設開設準備経費等支援事業         ５９６，４００千円  

    特別養護老人ホームなどの施設開設準備にかかる経費、及び施設用地を

定期借地権の設定により確保する際の経費を補助する。  

 

  エ 民間社会福祉施設整備促進事業        ６８４，３０４千円  

    社会福祉施設の建設に際し社会福祉法人等に整備資金の貸付を行うと

ともに、その償還金及び利子を補助する。  

 

（４）介護保険を支える人材の育成  

  ア 介護人材確保定着推進事業           ９２，３３０千円  

    介護福祉士等の資格を持ちながら介護の現場を離れている方に研修を

実施し介護保険施設等に再就職させる。 
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  イ 介護職員養成確保事業            ２１８，０３９千円  

    介護職員確保のため介護経験のない人を介護保険施設等で一定期間雇

用し実務研修とともに介護資格の取得を支援する。 

 

  ウ 介護職員医療的ケア等実施強化事業       ２２，６６０千円  

    特別養護老人ホーム等の介護職員がたんの吸引の医療的ケアを実施で

きるようにするための研修等を実施する。 
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埼玉県障害者支援計画の推進 

 

担当   障害者福祉推進課   自 立 支 援 医 療 担 当   内線 ３２９５ 

社 会 参 加 推 進 担 当   内線 ３３０９ 

就 労 移 行 担 当   内線 ３３１１ 

障害者芸術・文化担当   内線 ３３１２ 

障害者自立支援課   市 町 村 支 援 担 当   内線 ３３１９ 

地 域 生 活 支 援 担 当   内線 ３３１７ 

施設整備・法人指導担当   内線 ３３１３ 

施 設 支 援 担 当   内線 ３３１４ 

福 祉 政 策 課   発 達 障 害 対 策 担 当   内線 ３５６７ 

社 会 福 祉 課   施 設 指 導 担 当   内線 ３２２５ 

１ 目  的 

  【「共生社会」の実現を目指した障害者施策の推進】 

  障害のある人が社会の構成員として障害のない人と分け隔てられることなく、

地域の中で共に育ち、学び、生活し、働き、活動できる社会＝「共生社会」の実

現を目標とする「埼玉県障害者支援計画」に基づき、障害者施策の推進を図る。 

 

 

２ 予算総額     ８，２２７，０９０千円 

 

 

３ 事業概要 

（１）障害者の地域生活支援                                  

  ア ホームヘルプサービス事業          １，７８７，７５４千円 

    障害児（者）の家庭を訪問し、入浴等の介護、家事援助等を行う事業を実

施する市町村に対して、その経費の一部を負担する。 

 

  イ 心身障害児通園訓練事業             ４２６，８５６千円  

     在宅の障害児が通園して、日常生活の基本動作、集団生活への適応促進の

ための指導・訓練を受ける事業を実施する市町村に対して、その経費の一部

を負担する。 

 

  ウ 障害児（者）短期入所事業            ７０３，９１５千円  

    障害児（者）のいる家庭において、介護者の病気等で介護が困難になった

場合に、障害児（者）を一時的に施設等に入所させ、介護等を行う事業を実

施する市町村に対して、その経費の一部を負担する。 
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  エ 心身障害者地域デイケア施設助成         ４４４，６４６千円  

    心身障害者の社会参加の促進を図るため、市町村が行う地域活動支援セン

ター（地域デイケア型）等の運営または運営費助成に要する経費の一部を補

助する。 

 

  オ 地域活動支援センター（精神小規模型）運営費補助  ４２，０４０千円  

    精神障害者の社会復帰の促進を図るため、市町村が行う地域活動支援セン

ター（精神小規模型）の運営または運営費助成に要する経費の一部を補助す

る。 

 

  カ 市町村地域生活支援事業           １，１８７，１４４千円  

    相談支援、コミュニケーション支援等の多様な事業を総合的に実施する市

町村に対し補助する。 

 

  キ 障害者地域移行ステップアップ事業          ２，３９２千円  

    精神科病院やグループホームなどを出て自立した生活を始めた障害者に、

日常生活上の助言や、社会参加に向けた支援を行う。 

 

  ク 精神障害者地域移行支援事業            １８，５８３千円  

精神科病院に入院している精神障害者のうち、受け入れ条件が整えば退院

可能である者に対し、早期に退院して地域で自立した生活ができるよう、地

域移行支援や地域定着支援に取り組む市町村を支援する。 

 

ケ グループホーム等整備促進事業          ３０６，５００千円 

    社会福祉法人等が設置するグループホーム・ケアホーム、児童デイサービ

ス事業所の整備費の一部を補助する。                    

 

  コ グループホーム等事業助成費         １，２１２，８７４千円  

    障害者に対し、グループホーム等のサービスを提供する市町村に運営費等

の一部を補助（負担）する。 

 

  サ 障害児（者）福祉施設等施設整備事業     １，１３９，４７５千円  

    社会福祉法人、医療法人等が設置する障害者福祉施設の整備費の一部を補

助する。 

 

  シ 独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助      ２５，４１７千円  

    障害者福祉施設の整備に際し、独立行政法人福祉医療機構から建築資金、

設備資金等を借り入れた社会福祉法人及び公益法人に対して、その利子の一

部を補助する。 

 

  ス 民間社会福祉施設整備促進事業          ５７５，０１３千円  

    障害者福祉施設の建設に際し、社会福祉法人等に整備資金の貸付を行うと

ともに、その償還金及び利子または整備費の一部を補助する。 
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  セ 発達障害児・者への支援             １８１，４２９千円  

    発達障害児・者への支援を推進するため、青年期・成人期の発達障害の啓

発、医療・療育の専門職の研修などの人材育成、親への支援などの充実を図

る。また、診療・療育の拠点として中核発達支援センターを新たに１か所整

備するとともに、障害児通所施設を活用した専門職による個別療育を県内４

か所で実施する。 

 

（２）障害者の就労支援 

  ア 障害者社会復帰・訓練支援センター事業       １３，３８２千円  

    障害者の一般就労を促進するため、埼玉県総合リハビリテーションセン

ターが障害者自立支援法に基づく就労移行支援事業所を訪問し、就労支援の

方法等の助言などの支援を行う。 

 

  イ 障害者就労定着支援事業               １，０１７千円  

    施設から退所し、一般就労した障害者の職場への定着を図るため、退所後

６か月間施設の指導員が定着に必要な支援を行う。 

 

  ウ 障害者就業・生活支援センター事業         ６８，３２０千円  

    雇用・福祉・教育等の関係機関と連絡調整を行い、障害者の就業及び就業

に伴う生活上の支援を一体的に行う。 

 

  エ 工賃倍増支援事業                 １２，７６２千円  

障害者就労施設の工賃収入増を図るため、施設長等を対象とした研修会の

開催や、商品力アップや販路拡大のために経営アドバイザーによる個別指導

を行う。 

 

  オ 障害者就労施設・シニア世代連携事業        ５０，２００千円  

障害者就労施設の商品開発や販路拡大を図るため、シニアで構成された団

体が新たなビジネスモデルを構築し、施設を支援する。また、新たなビジネ

スモデル事業を始める施設に対し、必要な備品の費用を補助する。 

 

（３）障害者の社会参加支援 

  ア 身体障害者補助犬育成事業             １４，９０９千円  

身体障害者の社会参加に資するため、身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬

及び聴導犬）の育成及び給付を行う。 

 

  イ 障害者芸術・文化活動の推進           １２，４６２千円  

    埼玉県障害者アートフェスティバルを開催し、障害者が取り組む文化・芸

術活動を広く紹介する。 
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埼玉県子育て応援行動計画の推進  
 

        担当 少子政策課   企画・子育てムーブメント担当 内線 ３３２０ 

                  子 育 て 環 境 整 備 担 当  内線 ３３２２ 
                                   手当・ひとり親家庭支援担当 内線 ３３３８ 

                 子育て支援課   保育運営・幼保連携担 当 内線 ３３３０ 

                                   保 育 施 設 担 当  内線 ３３２８  

                    こども安全課  総 務 ・ 児 童 相 談 担 当 内線 ３３３５  

                                   養 護 担 当  内線 ３３３１  

   

１ 目  的 

   【誰もが子どもを生み育てることに喜びを感じられる社会づくり】 

 「すべての子どもの最善の利益」を目指して「子育ち」「親育ち」を支援するととも

に、地域全体での子育て支援を通じて、誰もが子どもを生み育てることに喜びを感じら

れる社会づくりを進めるため、「埼玉県子育て応援行動計画」（後期計画）（平成２２

年度～２６年度の５か年計画）に基づき、待機児童の解消や子育てムーブメントの醸成

などを進める。 

 

 

２ 予算総額     １１，３３１，１６２千円 

 

                                                 

３ 事業概要 

（１）保育所の待機児童の解消 

  ア 保育所の整備促進                ３，７９４，００５千円  

    増加する保育需要に対応するため、認可保育所の整備を促進する。 

 

  イ 企業内保育所の整備促進                ６９，５９５千円  

    企業内保育所の一層の整備を支援するため、アドバイザーを設置するとともに、

共同設置にあたっては施設整備費と運営費の一部を補助する。 

 

  ウ 保育サービス施設の整備等促進            ９８０，９０５千円  

    認可外保育所の認可化移行や家庭保育室、保育ママの整備などを促進し、多様な

保育サービスの提供を促進する。 

 

（２）多様な保育サービスの充実 

  ア 特定保育等                      ８１，７７８千円  

    保護者がパート就労を行う場合に必要な保育を行う特定保育等に対して必要な経

費を補助する。 

  

  イ 延長保育                    １，５７３，９５８千円  

    民間保育所において、１１時間の開所時間を超えて実施する延長保育に対して、

必要な経費を補助する。 
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  ウ 病児・病後児保育                  １４２，５０９千円  

    病気や病気回復期にあり集団保育が困難な児童を、保護者が仕事の都合で休めな

い時に一時的に預かる病児・病後児保育に対して、必要な経費を補助するとともに、

医療機関等が設置する病児保育室に対して助成する。 

 

  エ 安心・元気！保育サービス支援            ８１６，１２０千円  

    特に手厚い支援が必要な一歳児保育を担当する保育士の加配や０歳児の年度途中

入所に対応するための保育士配置を支援し、子どもが安心・元気に過ごせる保育環

境を整備する。 

 

（３）放課後児童クラブの充実              ３，２５４，６４６千円 

   共働き等で、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童等の健全な育成を図る 

ため、遊びや生活指導等を行う「放課後児童クラブ」の運営に必要な経費を補助す 

るとともに、放課後児童クラブの整備を促進する。 

 

（４）地域子育て支援センターの充実              ５０，４１３千円  

   子育て中の親子が交流を深め、不安や悩みを相談したり、孤立を解消できる子育て

支援センターの設置を促進する。 

 

（５）保育所・幼稚園の親支援事業の推進            １２，６４０千円  

   保育所・幼稚園で保護者の保育参加を促進し、親の養育力向上を図る。また、保育

所・幼稚園における課題に対し保育の専門性を高めるための研修を実施する。 

 

（６）子育てムーブメントの醸成 

  ア パパ・ママ応援ショップ事業の推進           ４４，９９１千円  

    子育て世帯への優待制度である「パパ・ママ応援ショップ」事業や乳幼児連れの 

   外出を支援する「赤ちゃんの駅」登録事業をさらに充実させ、「子育てムーブメント」   

   の社会全体への浸透を図る。 

 

  イ 父親の育児の推進                      ８３０千円  

    父親の育児を促進するため、親子で参加できるイベントや学習の機会を設ける。

また、父親が１日ひとりで子育てできる育児のヒント集「イクメンの素（もと）」の

普及や活用を図り、男性が育児により積極的に関わる気運づくりを図る。 

     

（７）児童虐待防止・児童養護対策の充実 

  ア 児童虐待の早期発見・早期対応の推進          

  （ア）児童虐待防止対策の推進              １２４，９８８千円  

 児童虐待の芽を早期に摘むため、市町村職員等に対する専門的な研修や、モデ

ル市を指定し、効果的な虐待防止に取り組むなど、市町村の体制を強化する。ま

た、児童相談所の機能を強化し児童虐待通告への適切な対応を行う。 

 

（イ）児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応        ２２，４７０千円  

要保護児童を早期に発見し、適切かつ継続的な支援を行うため、児童相談所の

機能を充実するとともに市町村が担う「要保護児童対策地域協議会」の運営や児

童相談機能について、積極的な支援、援助を行い、強化を図る。 
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  イ 家族再統合の取組強化                １４３，１２９千円  

    虐待（再発）防止のために、児童相談所の心理・家族支援担当の機能を強化する。 

    また、「家族支援プログラム」を用いて、虐待などにより施設に入所した児童を

安全に家庭環境に戻す家族再統合を進める。 

 

  ウ 家庭的養護の拡充                   ５４，４１０千円  

    里親委託等推進員の配置や里親制度の普及・啓発により、里親委託を推進する。 

 

  エ 児童福祉施設入所児童のケアの充実          １６３，７７５千円 

    施設において個々の児童に応じたきめ細かいケアが可能となるよう職員の増員や

雇用の継続を支援し、ケア体制の充実を図る。 

    また、職員による不適切な処遇や児童間の暴力等を防止するため、人権意識を高

める取組を支援する。 

 
 

 

 

埼玉県子育て応援行動計画（平成２２年度～平成２６年度） 

主な指標の現状値と目標値 
       

内  容 
計画スタート時 

（20年度） 
23年度末見込 24年度末見込 

目標値 

(26年度) 

 

 

  

 

  

 

 

 保育所受入枠 77,220人 86,030人 89,531人 86,630人 

 放課後児童クラブ 882か所 1,052か所 1,071か所 1,038か所 

 地域子育て支援センター 270か所 428か所 436か所 451か所 

    ※ さいたま市、川越市分を含める。 


